様式１
事業者応募申込書
令和　８年　　月　　日
（申込先）
横浜市長

（申込者）
所在地　
法人（団体）名
代表者 職 氏名　　　　　　　　　　

応募に関する担当連絡先
	連絡担当者
	【氏 (ふり)名 (がな)】　　　　　　　　　　　　　　　【所属】
【電話】　　　　　　　　　　　　　　　【ＦＡＸ】
【Ｅ-mail】



　横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペースを活用したいので、関係書類を添えて申し込みます。
[bookmark: _Hlk221800580]　また、当法人（団体）は、「横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペース活用事業者公募要項」に規定する応募資格のすべての条件を満たすことを誓約します。

※応募資格　次の全ての条件を満たす法人、団体、または共同企業体であること
ア　営業上の行政処分を過去３年以内に受けていないこと
イ　地方自治法施行令第167条の４の規定により、本市における入札参加を制限されていないこと
ウ　横浜市指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加及び指名停止等の措置を受けていないこと。または、令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿に登録が認められている者以外で、同要綱別表１から別表３までの各号に掲げる措置要件及び当該各号に定める期間に該当する者でないこと。
エ　法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税を滞納していないこと
オ　経営不振の状況（破産手続、更生手続、再生手続その他類似の手続の開始決定がされ、特別清算手続その他の清算手続が開始され、又は手形取引停止処分がなされている状況をいう。）にある者でないこと
カ　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11 年法律第147 号）第８条第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主催者その他の構成員又は当該構成員を含む団体でないこと
キ　横浜市暴力団排除条例（平成23 年12 月横浜市条例第51 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと
ク　神奈川県暴力団排除条例（平成22 年神奈川県条例第75 号）第23 条第１項又は第２項に違反している事実がある者でないこと

様式２
質問書

令和　　８年　　月　　日　

団　体　名
担当者 (ふり)氏名 (がな)
所属・職名
電話番号
ファックス
電子メール

「横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペース活用事業者公募要項」について、下記のとおり質問事項を提出します。

■ 質問事項
	項 目
	（公募書類または資料名・ページ・項目）



	内 容
	











※　質問書の受付期間は、令和８年７月31日（金） 17:00（必着）です。
※　質問事項は、本様式１枚につき１問とし、簡潔に記載してください。
※　電子メールでお送りください。（送付先：ke-ginou@city.yokohama.lg.jp）
※　電子メールの件名を「【技能文化会館１階スペース活用事業者質問書】　御社名」としてください。







様式３

共同企業体の結成に関する申請書
（申請先）
横浜市長
（申請者）
共同企業体の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
共同企業体代表団体　所在地　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　


　横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペース活用事業者公募に参加するため、公募要項に基づき、次のとおり共同企業体を結成したことを証するとともに、申請します。


共同企業体の結成に関する協定書


	目的
	

	名称
	

	事務所所在地
	


	構成団体（代表団体も構成団体として記載すること）
	所在地
商号又は名称
分担業務
	

	
	所在地
商号又は名称
分担業務
	

	
	所在地
商号又は名称
分担業務
	

	代表団体
	所在地
商号又は名称
	






（裏面あり）



	代表団体の権限
	１　上記公募に係る行政財産の目的外使用許可（以下、「目的外使用許可」という。）に関し、横浜市との関係において共同企業体を代表する権限
２　経費の請求及び受領に関する権限
３　契約に関する権限
４　復代理人の選任に関する権限

	結成及び解散
	当共同企業体は、令和　年　月　日に結成し、目的外使用許可期間終了後３か月を経過する日以降に解散するものとします。ただし、当共同企業体は上記公募に係る行政財産の目的外使用許可の名宛人とならなかったときは、直ちに解散します。

	業務遂行及び
債務の履行に
ついての責任
	各構成団体は横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペース活用事業者としての業務の遂行、及び業務の遂行に伴い当共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。

	権利義務の
譲渡制限
	本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。

	協議事項
	この協定書に定めのない事項については、構成団体全体により協議することとします。


（備考）共同企業体の構成団体が３者を上回る場合は、この様式に準じた様式を作成してください。


令和　　年　　月　　日



代表団体　　所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


構成団体　　所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


構成団体　　所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞










様式４
施設見学会申込書

令和　年　月　日

所　在　地
事業者名
所属・職名
担当者 (ふり)氏名 (がな)
電話番号
Eメール

横浜市技能文化会館１階旧喫茶スペース施設見学会に申し込みます。

	（ふりがな）
氏　　　名
	所属・職名

	
	

	
	

	
	


	第１希望
	月　 日（　）☐午前　・　☐午後

	第２希望
	月　 日（　）☐午前　・　☐午後

	第３希望
	月　 日（　）☐午前　・　☐午後

	第４希望
	月　 日（　）☐午前　・　☐午後










【見学対応期間】
令和８年７月15日（水）、令和８年７月16日（木）
※見学は他事業者と同時に実施する場合があります。



E‐mail  ke-ginou@city.yokohama.lg.jp
経済局市民経済労働部雇用労働課あて

